
第 １ ６ ９ 回 簿 記 検 定 試 験 実 施 要 項 

（２級～３級）  

 

主 催  日本商工会議所   稚内商工会議所  

 

試 験 日 時  令和７年２月２３日（日）  

          第 1 試験   ３級       ９時００分  

          第 2 試験   ２級      １３時３０分  

 

試 験 会 場  宗谷経済センター  ２階  

 

受 験 料   ２級   ５，５００円   ３級   ３，３００円    

(消費税込み ) 

 

受 験 資 格  学歴、年齢、性別、国籍に制限はない。  

 

受 付 期 間  １２月１６日（月）～  令和７年１月１７日（金）迄  

 

 

級  科  目  程      度  

２級  
商業簿記  

工業簿記  

 試験時間  90 分  

 高校程度の商業簿記及び工業簿記（原価計算を含

む。）を修得している。  
 ５題以内  

 

３級  商業簿記  

 試験時間  60 分  

 商業簿記の基礎的な原理を理解し、 (商品売買業に

おける )記帳、決算等の初歩的な実務を理解している。  

 ３題以内  

 

 

合 格 基 準  試験の採点は、各級とも満点を１００点とし、得点７０点  

      を持って合格とする。  

 

合格発表日   令和７年３月１０日（月）  

 

申 込 方 法  本商工会議所所定の申込用紙により受験料を添付のうえ  

      申込むこと。  

       尚、商工会議所へ来られない場合は受験料については銀行

振込又は現金書留でも可。  

       試験中止のとき以外は、申込み後の受験料はお返しいたし

ません。  

         

 



         振込先   稚内信用金庫本店  口座番号  普 1049056 

                稚内
ﾜｯｶﾅｲ

商工
ｼｮｳｺｳ

会議所
ｶｲｷﾞｼｮ

 会頭
ｶｲﾄｳ

 中田
ﾅ ｶ ﾀ

 伸也
ｼ ﾝ ﾔ

 

                  ※振込手数料はご負担願います。 

 

 

申 込 場 所  稚内商工会議所（稚内市中央 2 丁目４－８）  

           ℡（０１６２）２３－４４００  

 

そ の 他  本検定試験に関して不明の点がありましたら、稚内商工会  

      議所検定係までお尋ね下さい。  

 



受験者への注意  
 

 １．試験開始時間を間違えないように注意してください。時間に遅れる  

   と受験がでません。  
 

 ２．受験者は、試験開始時刻までに入室し、指定された席につくように  

   してください。  
 

 ３．受験するときに持参するもの  

   （受験票と身分証明書は忘れずに持参してください。）  
 

   ・受験票  

   ・身分証明書  

     ◎原則として氏名、生年月日、顔写真のいずれも確認できる  

      身分証明書（マイナンバーカード、運転免許証、旅券（パス  

      ポート）、学生証、社員証など）。  

     ◎身分証明書をお持ちでない方は、商工会議所までご相談く  

            ださい。  

        

   ・筆記用具（HB または B の鉛筆、シャープペン、消しゴム）  
 

   ・電卓またはそろばん  

     ◎ただし、電卓は計算機能のみのものに限り、以下の機能が  

      あるものは持ち込みできません。  
 
       ○印刷（出力）機能    

 
       ○メロディー（音の出る）機能  

 

       ○プログラム機能  
        （例：関数電卓等の多機能な電卓、売価計算・原価計算  

           等の公式の記憶機能がある電卓）  

 
       ○辞書機能（文字入力を含む）  

        （注）ただし、次のような機能は、プログラム機能に該  

           当しないものとして、試験会場での使用を可とし  
           ます  

            ・日数計算  ・時間計算 ・換算   

            ・税計算   ・検算（音の出ないものに限る）  

 

 ４．試験会場においては、試験委員の指示に従ってください。  

 

 ５．携帯電話などの外部との通信が可能なモバイル機器の使用を禁止  
   します。必ず電源を切り、カバンにしまってください。アラーム  

   を設定している場合は、解除したうえで、電源を切って下さい。  

   指示に従わず、使用が発覚した場合または身につけていることが  
   分かった場合、試験時間中に着信音が鳴るなどした場合は、不正  

   行為とみなし退室していただく場合もあります。  

 

 ６．試験中に不正行為があった者は、合格を取り消し、以後の受験を  

    禁止することがあります。  


